
土地改良・切り語り

1  

条
件
不
利
地
域
と
中
山
間
地
域

　

耕
作
放
棄
や
林
地
化
の
目
立
つ
中
山
間
地
域
を
論

ず
る
前
に
、
条
件
不
利
地
域
を
考
え
て
み
た
い
。
法
律

で
は
、
豪
雪
地
帯
、
離
島
地
域
、
半
島
地
域
、
振
興
山

村
地
域
、
過
疎
地
域
の
他
に
、
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸

島
、
沖
縄
県
と
い
っ
た
個
別
地
域
を
指
定
し
て
い
る

が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
「
産
業
基
盤
及
び
生
活
環
境

の
整
備
等
が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る
」
地

域
で
、
立
法
の
目
的
は
整
備
等
の
推
進
に
よ
る
地
域
振

興
で
あ
る
。
低
位
の
原
因
と
し
て
、
豪
雪
や
離
島
や
山

村
と
い
っ
た
地
理
的
・
自
然
的
・
社
会
的
（
交
通
や
人

口
減
少
な
ど
）
な
ど
の
条
件
が
不
利
な
状
況
に
置
か
れ

て
い
る（
注
1
）。

　

一
方
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
四
七
条
で
、「
山

間
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
そ
の
他
の
地
勢
等
の
地
理

的
条
件
が
悪
く
、
農
業
の
生
産
条
件
が
不
利
な
地
域
」

を
中
山
間
地
域
等
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
農
水
省
で

は
、
中
山
間
地
域
を
「
農
業
地
域
類
型
区
分
の
う
ち
中

間
農
業
地
域
と
山
間
農
業
地
域
を
合
わ
せ
た
地
域
」
と

（
注
2
）し
、
中
山
間
地
域
等
は
山
村
振
興
法
な
ど
の
地
域

振
興
立
法
の
指
定
地
域
を
加
え
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
中
山
間
地
域
は
、
条
件
不
利
地
域
の
視
点

か
ら
は
、
地
理
的
等
の
条
件
に
起
因
し
て
、
産
業
基
盤

の
う
ち
農
業
基
盤
が
他
地
域
に
比
し
て
低
位
で
あ
る
地

域
で
あ
り
、
農
政
か
ら
見
た
条
件
不
利
地
域（
注
3
）と
言

え
る
。
そ
の
農
地
は
全
国
の
耕
地
面
積
の
約
四
割
を
占

め
農
政
の
重
要
な
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
荒
廃

す
れ
ば
草
木
の
中
に
鹿
や
猪
が
跋
扈
す
る
と
い
っ
た
住

環
境
に
な
る
。
農
業
の
存
在
は
人
々
の
生
存
環
境
を
決

定
づ
け
て
い
る
わ
け
で
、
他
省
庁
・
部
局
の
施
策
と
の

連
携
が
重
要
と
言
っ
て
も
、
農
林
部
局
の
責
務
は
重
く
、

農
業
の
維
持
・
振
興
は
中
山
間
地
域
対
策
の
大
前
提
で

あ
る
。

2  

農
林
業
以
外
に
よ
る
中
山
間
地
域
の
振
興

　

条
件
不
利
地
域
の
振
興
で
は
産
業
基
盤
の
整
備
が
何

よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
農
林
業
以
外
の
産
業
に
焦
点
を

当
て
る
と
、
振
興
の
遅
れ
は
地
理
的
・
自
然
的
・
社
会

的
な
ど
の
条
件
が
不
利
性
に
あ
る
が
、
今
一
つ
明
確
で

は
な
い
。
風
光
明
媚
な
景
色
や
温
泉
・
歴
史
的
な
建
造

物
の
存
在
な
ど
が
あ
れ
ば
、
観
光
地
需
要
の
制
約
や
需

要
内
容
の
変
化
も
あ
る
も
の
の
、
地
理
的
な
ど
の
条
件

で
振
興
の
遅
れ
を
説
明
で
き
な
い
場
合
も
多
い
。

　

劣
悪
な
ア
ク
セ
ス
、
豪
雪
、
過
疎
に
よ
る
人
手
不
足

な
ど
に
加
え
、
産
業
基
盤
や
生
活
環
境
整
備
等
の
遅
れ

は
地
域
振
興
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と

言
っ
て
も
、
必
ず
し
も
不
利
な
状
況
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
原
因
と
は
言
え
な
い
。
発
想
・
仕
掛
け
・
P
R
な

ど
に
よ
っ
て
不
利
な
条
件
が
有
利
な
も
の
に
転
化
す
る

場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
条
件
不
利
地
域
の
振
興
の
基

本
は
、
不
利
と
思
わ
れ
て
い
る
条
件
を
有
利
な
条
件
に

転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

最
近
で
は
、
I
T
C
技
術
（
情
報
通
信
技
術
）
に
よ

る
遠
隔
地
で
の
産
業
振
興
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
農
水

省
所
管
の
「
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
（
農
村
産
業
法
）」
で
は
振
興
山
村
と
過

疎
地
域
が
対
象
だ
が
、
よ
り
充
実
し
た
支
援
措
置
が

あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
農
地
転
用

許
可
の
緩
和
ば
か
り
で
な
く
、
圃
場
整
備
の
換
地
に
お

け
る
非
農
用
地
（
非
農
用
地
区
域
設
定
）
の
上
限
の
運

用
を
三
割
か
ら
五
割
未
満
に
引
き
上
げ
、
他
産
業
振
興

と
生
活
環
境
整
備
を
推
進
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
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3  

中
山
間
地
域
農
業
の
振
興

　

中
山
間
地
域
は
、「
山
間
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域

そ
の
他
の
地
勢
等
の
地
理
的
条
件
が
悪
く
」
の
た
め
に

農
業
生
産
が
不
利
な
地
域
で
あ
る
。
平
地
農
業
地
域
に

比
し
て
地
理
的
条
件
が
悪
い
例
は
、
傾
斜
の
た
め
に
農

業
の
機
械
化
作
業
が
困
難
で
、
圃
場
整
備
な
ど
の
土
地

改
良
に
多
大
な
費
用
が
か
か
り
、
山
林
に
隣
接
す
る
場

合
が
多
く
鳥
獣
害
を
受
け
や
す
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
田
・
畑
の
勾
配
・
面
積
率
と
林
野
率
に

よ
り
特
定
農
山
村
地
域
を
指
定
し
て
い
る（
注
4
）。

　

中
山
間
地
域
で
は
農
地
所
有
者
は
他
者
に
賃
貸
し
よ

う
に
も
レ
ン
ト
（
地
代
）
を
期
待
で
き
な
い
場
合
が
多

く
、
却
っ
て
農
地
の
維
持
管
理
に
経
費
が
掛
か
る
の
で

耕
作
放
棄
さ
れ
や
す
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
農
産
物

需
給
が
タ
イ
ト
に
な
り
価
格
が
上
昇
し
な
い
限
り
、
価

格
支
持
や
直
接
支
払
い
が
必
要
に
な
る
。
そ
う
し
た
事

態
を
極
力
避
け
る
に
は
、
条
件
不
利
地
域
振
興
の
基
本

に
立
ち
返
っ
て
、
不
利
と
思
わ
れ
て
い
る
条
件
を
有
利

な
条
件
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

傾
斜
と
山
林
の
存
在
を
前
提
と
し
た
中
山
間
地
域
の

農
業
で
、
有
利
性
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
に
思
え
る
。

し
か
し
、
有
利
性
が
全
く
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
南
面

の
傾
斜
地
は
日
照
時
間
が
長
く
果
樹
園
に
適
し
て
い
る

し
、
放
牧
を
含
む
畜
産
や
キ
ノ
コ
栽
培
に
も
有
利
な
面

も
あ
る
だ
ろ
う
。
渓
流
取
水
し
た
農
業
用
水
の
水
質
が

良
い
の
で
施
設
園
芸
に
は
適
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

農
業
用
水
が
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
配
水
で
き

る
利
点
も
あ
り
、
傾
斜
地
全
体
の
営
農
が
集
約
さ
れ
て

い
れ
ば
、
用
排
分
離
を
せ
ず
に
田
越
灌
漑
で
効
率
的
な

営
農
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
し
、
圃
場
整
備
の
工
事
費

も
安
価
に
な
る
。
つ
ま
り
、
丁
寧
に
中
山
間
農
業
の
利

点
を
生
か
す
振
興
策
を
、
新
技
術
を
活
用
し
な
が
ら
、

農
業
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

4  

中
山
間
地
域
の
振
興
と
土
地
改
良

　

農
水
省
は
二
〇
〇
〇
年
に
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払

制
度（
注
5
）を
創
設
し
た
。E
U
共
通
農
業
政
策（
C
A
P
）

で
は
、農
作
物
の
過
剰
生
産
に
対
応
し
て
、価
格
支
持
の

よ
う
に
生
産
増
に
よ
る
所
得
の
増
加
を
引
き
起
こ
す
事

態
を
避
け
る
た
め
に
、
生
産
と
所
得
を
切
り
離
す（
デ

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
）政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

E
U
の
政
策
を
参
考
に
、
農
家
所
得
に
直
接
助
成
し
て

中
山
間
地
域
農
業
を
保
持
す
る
政
策
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
直
接
支
払
制
度
の
創
設
時
に
、
そ
の
財
源

と
し
て
土
地
改
良
予
算
を
充
て
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
。

中
山
間
地
域
の
土
地
改
良
は
、
余
剰
農
産
物
で
あ
る
コ

メ
の
増
産
と
い
う
よ
り
は
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
下

で
過
酷
な
農
業
労
働
を
解
消
す
る
労
働
生
産
性
向
上
に

あ
る
。
圃
場
整
備
な
ど
の
土
地
改
良
を
推
進
し
な
け
れ

ば
、
地
域
農
業
の
保
持
も
で
き
な
い
。
現
地
の
事
情
を

よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

中
山
間
地
域
の
農
地
は
未
整
備
の
平
地
農
業
地
域
と

同
様
に
、
零
細
分
散
錯
圃
の
状
況
に
あ
る
。
地
域
人
口

の
減
少
に
伴
い
無
秩
序
に
耕
作
放
棄
地
が
発
生
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
も
、
個
々
の
圃
場
の
面
積
や
境
界

は
登
記
簿
上
も
固
定
資
産
課
税
台
帳
や
農
地
台
帳
上
も

不
正
確
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
土
地
利
用
秩
序
の
形
成

に
必
要
な
構
造
政
策
の
推
進
が
必
要
で
あ
る
。

　

ロ
ボ
ッ
ト
技
術
、
I
C
T
、
A
I
（
人
工
知
能
）、

I
o
T
（
様
々
な
モ
ノ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ

れ
自
動
認
識
・
自
動
制
御
・
遠
隔
操
作
な
ど
を
可
能
に

す
る
技
術
）
な
ど
の
先
端
技
術
を
活
用
し
て
、
超
省
力

化
や
生
産
物
の
品
質
向
上
を
可
能
に
す
る
ス
マ
ー
ト
農

業
（
ア
グ
リ
テ
ッ
ク
）
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
中
山

間
地
域
が
新
技
術
の
適
用
か
ら
遅
れ
を
と
っ
て
条
件
不

利
が
更
に
拡
大
す
る
事
態
は
何
と
し
て
も
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
技
術
陣
の
奮
起
を
期
待
し
た
い
。

【
注
1
】
沖
縄
で
は
我
が
国
の
施
政
権
の
外
に
あ
っ
た
歴
史
的
条
件
や
基

地
が
多
い
と
い
っ
た
社
会
的
条
件
も
あ
る
。

【
注
2
】
農
林
統
計
で
使
わ
れ
る
農
業
地
域
類
型
で
は
、
都
市
的
地
域
・

平
地
農
業
地
域
・
中
間
農
業
地
域
・
山
間
農
業
地
域
の
四
区
分
に
分
け

ら
れ
、 

中
間
農
業
地
域
は
「
耕
地
率
が
二
〇
％
未
満
で
都
市
的
及
び
山

間
農
業
地
域
以
外
、
耕
地
率
が
二
〇
％
以
上
で
都
市
的
及
び
平
地
農
業

地
域
以
外
」、
山
間
農
業
地
域
は
「
林
野
率
八
〇
％
以
上
か
つ
耕
地
率

一
〇
％
未
満
」
の
市
区
町
村
及
び
旧
市
区
町
村
で
あ
る
。

【
注
3
】
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
の
施
策
の

一
つ
と
し
て
、「
条
件
不
利
地
域
（Less Favored A

reas

）
政
策
」

が
一
九
七
五
年
に
導
入
さ
れ
、
地
域
の
営
農
継
続
と
農
村
地
域
の
維
持

を
支
援
し
て
い
る
。

【
注
4
】
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基

盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
は
一
九
九
三
年
に
施
行
さ
れ
た
土
地
改

良
法
と
森
林
組
合
法
の
特
別
法
で
あ
る
。
そ
の
特
定
農
山
村
地
域
（
第

二
条
第
一
項
）
に
は
①
勾
配
二
〇
分
の
一
以
上
の
田
面
積
が
全
田
面
積

の
五
〇
%
以
上
、
但
し
全
田
面
積
が
全
耕
地
面
積
の
三
三
%
以
上
、
②

勾
配
一
五
度
以
上
の
畑
面
積
が
全
畑
面
積
の
五
〇
%
以
上
、
但
し
全
畑

面
積
が
全
耕
地
面
積
の
三
三
%
以
上
、
③
林
野
率
七
五
%
以
上
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
に
、
④
総
土
地
面
積
に
対
す
る

農
林
地
割
合
八
一
%
以
上
、
又
は
一
五
歳
以
上
人
口
に
対
す
る
農
林
業

従
事
者
数
の
割
合
が
一
〇
%
以
上
と
⑤
人
口
一
〇
万
人
未
満
で
あ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

【
注
5
】
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
は
、
中
山
間
地
域
等
に
お
い
て
、

集
落
等
を
単
位
に
締
結
し
た
農
用
地
を
維
持
・
管
理
し
て
い
く
取
決
め

（
協
定
）
に
し
た
が
っ
て
農
業
生
産
活
動
等
を
行
う
場
合
に
、
面
積
に
応

じ
て
一
定
額
を
交
付
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

【
参
考
引
用
文
献
】

⑴
国
土
交
通
省
・
農
林
水
産
省
の
H
P
、
二
〇
二
四
年
十
一
月
現
在

⑵ 

佐
藤
洋
平
・
生
源
寺
眞
一
監
修
：
中
山
間
地
域
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
、

一
般
社
団
法
人
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
二
二
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1  

条
件
不
利
地
域
と
中
山
間
地
域

　

耕
作
放
棄
や
林
地
化
の
目
立
つ
中
山
間
地
域
を
論

ず
る
前
に
、
条
件
不
利
地
域
を
考
え
て
み
た
い
。
法
律

で
は
、
豪
雪
地
帯
、
離
島
地
域
、
半
島
地
域
、
振
興
山

村
地
域
、
過
疎
地
域
の
他
に
、
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸

島
、
沖
縄
県
と
い
っ
た
個
別
地
域
を
指
定
し
て
い
る

が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
「
産
業
基
盤
及
び
生
活
環
境

の
整
備
等
が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る
」
地

域
で
、
立
法
の
目
的
は
整
備
等
の
推
進
に
よ
る
地
域
振

興
で
あ
る
。
低
位
の
原
因
と
し
て
、
豪
雪
や
離
島
や
山

村
と
い
っ
た
地
理
的
・
自
然
的
・
社
会
的
（
交
通
や
人

口
減
少
な
ど
）
な
ど
の
条
件
が
不
利
な
状
況
に
置
か
れ

て
い
る（
注
1
）。

　

一
方
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
第
四
七
条
で
、「
山

間
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
そ
の
他
の
地
勢
等
の
地
理

的
条
件
が
悪
く
、
農
業
の
生
産
条
件
が
不
利
な
地
域
」

を
中
山
間
地
域
等
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
農
水
省
で

は
、
中
山
間
地
域
を
「
農
業
地
域
類
型
区
分
の
う
ち
中

間
農
業
地
域
と
山
間
農
業
地
域
を
合
わ
せ
た
地
域
」
と

（
注
2
）し
、
中
山
間
地
域
等
は
山
村
振
興
法
な
ど
の
地
域

振
興
立
法
の
指
定
地
域
を
加
え
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
中
山
間
地
域
は
、
条
件
不
利
地
域
の
視
点

か
ら
は
、
地
理
的
等
の
条
件
に
起
因
し
て
、
産
業
基
盤

の
う
ち
農
業
基
盤
が
他
地
域
に
比
し
て
低
位
で
あ
る
地

域
で
あ
り
、
農
政
か
ら
見
た
条
件
不
利
地
域（
注
3
）と
言

え
る
。
そ
の
農
地
は
全
国
の
耕
地
面
積
の
約
四
割
を
占

め
農
政
の
重
要
な
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
荒
廃

す
れ
ば
草
木
の
中
に
鹿
や
猪
が
跋
扈
す
る
と
い
っ
た
住

環
境
に
な
る
。
農
業
の
存
在
は
人
々
の
生
存
環
境
を
決

定
づ
け
て
い
る
わ
け
で
、
他
省
庁
・
部
局
の
施
策
と
の

連
携
が
重
要
と
言
っ
て
も
、
農
林
部
局
の
責
務
は
重
く
、

農
業
の
維
持
・
振
興
は
中
山
間
地
域
対
策
の
大
前
提
で

あ
る
。

2  

農
林
業
以
外
に
よ
る
中
山
間
地
域
の
振
興

　

条
件
不
利
地
域
の
振
興
で
は
産
業
基
盤
の
整
備
が
何

よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
農
林
業
以
外
の
産
業
に
焦
点
を

当
て
る
と
、
振
興
の
遅
れ
は
地
理
的
・
自
然
的
・
社
会

的
な
ど
の
条
件
が
不
利
性
に
あ
る
が
、
今
一
つ
明
確
で

は
な
い
。
風
光
明
媚
な
景
色
や
温
泉
・
歴
史
的
な
建
造

物
の
存
在
な
ど
が
あ
れ
ば
、
観
光
地
需
要
の
制
約
や
需

要
内
容
の
変
化
も
あ
る
も
の
の
、
地
理
的
な
ど
の
条
件

で
振
興
の
遅
れ
を
説
明
で
き
な
い
場
合
も
多
い
。

　

劣
悪
な
ア
ク
セ
ス
、
豪
雪
、
過
疎
に
よ
る
人
手
不
足

な
ど
に
加
え
、
産
業
基
盤
や
生
活
環
境
整
備
等
の
遅
れ

は
地
域
振
興
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と

言
っ
て
も
、
必
ず
し
も
不
利
な
状
況
を
引
き
起
こ
し
て

い
る
原
因
と
は
言
え
な
い
。
発
想
・
仕
掛
け
・
P
R
な

ど
に
よ
っ
て
不
利
な
条
件
が
有
利
な
も
の
に
転
化
す
る

場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
条
件
不
利
地
域
の
振
興
の
基

本
は
、
不
利
と
思
わ
れ
て
い
る
条
件
を
有
利
な
条
件
に

転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

最
近
で
は
、
I
T
C
技
術
（
情
報
通
信
技
術
）
に
よ

る
遠
隔
地
で
の
産
業
振
興
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
農
水

省
所
管
の
「
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
（
農
村
産
業
法
）」
で
は
振
興
山
村
と
過

疎
地
域
が
対
象
だ
が
、
よ
り
充
実
し
た
支
援
措
置
が

あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
農
地
転
用

許
可
の
緩
和
ば
か
り
で
な
く
、
圃
場
整
備
の
換
地
に
お

け
る
非
農
用
地
（
非
農
用
地
区
域
設
定
）
の
上
限
の
運

用
を
三
割
か
ら
五
割
未
満
に
引
き
上
げ
、
他
産
業
振
興

と
生
活
環
境
整
備
を
推
進
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
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中山間地域振興の視点と
土地改良

土地改良・切り語り

3  

中
山
間
地
域
農
業
の
振
興

　

中
山
間
地
域
は
、「
山
間
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域

そ
の
他
の
地
勢
等
の
地
理
的
条
件
が
悪
く
」
の
た
め
に

農
業
生
産
が
不
利
な
地
域
で
あ
る
。
平
地
農
業
地
域
に

比
し
て
地
理
的
条
件
が
悪
い
例
は
、
傾
斜
の
た
め
に
農

業
の
機
械
化
作
業
が
困
難
で
、
圃
場
整
備
な
ど
の
土
地

改
良
に
多
大
な
費
用
が
か
か
り
、
山
林
に
隣
接
す
る
場

合
が
多
く
鳥
獣
害
を
受
け
や
す
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
田
・
畑
の
勾
配
・
面
積
率
と
林
野
率
に

よ
り
特
定
農
山
村
地
域
を
指
定
し
て
い
る（
注
4
）。

　

中
山
間
地
域
で
は
農
地
所
有
者
は
他
者
に
賃
貸
し
よ

う
に
も
レ
ン
ト
（
地
代
）
を
期
待
で
き
な
い
場
合
が
多

く
、
却
っ
て
農
地
の
維
持
管
理
に
経
費
が
掛
か
る
の
で

耕
作
放
棄
さ
れ
や
す
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
農
産
物

需
給
が
タ
イ
ト
に
な
り
価
格
が
上
昇
し
な
い
限
り
、
価

格
支
持
や
直
接
支
払
い
が
必
要
に
な
る
。
そ
う
し
た
事

態
を
極
力
避
け
る
に
は
、
条
件
不
利
地
域
振
興
の
基
本

に
立
ち
返
っ
て
、
不
利
と
思
わ
れ
て
い
る
条
件
を
有
利

な
条
件
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

傾
斜
と
山
林
の
存
在
を
前
提
と
し
た
中
山
間
地
域
の

農
業
で
、
有
利
性
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
に
思
え
る
。

し
か
し
、
有
利
性
が
全
く
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
南
面

の
傾
斜
地
は
日
照
時
間
が
長
く
果
樹
園
に
適
し
て
い
る

し
、
放
牧
を
含
む
畜
産
や
キ
ノ
コ
栽
培
に
も
有
利
な
面

も
あ
る
だ
ろ
う
。
渓
流
取
水
し
た
農
業
用
水
の
水
質
が

良
い
の
で
施
設
園
芸
に
は
適
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

農
業
用
水
が
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
配
水
で
き

る
利
点
も
あ
り
、
傾
斜
地
全
体
の
営
農
が
集
約
さ
れ
て

い
れ
ば
、
用
排
分
離
を
せ
ず
に
田
越
灌
漑
で
効
率
的
な

営
農
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
し
、
圃
場
整
備
の
工
事
費

も
安
価
に
な
る
。
つ
ま
り
、
丁
寧
に
中
山
間
農
業
の
利

点
を
生
か
す
振
興
策
を
、
新
技
術
を
活
用
し
な
が
ら
、

農
業
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

4  

中
山
間
地
域
の
振
興
と
土
地
改
良

　

農
水
省
は
二
〇
〇
〇
年
に
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払

制
度（
注
5
）を
創
設
し
た
。E
U
共
通
農
業
政
策（
C
A
P
）

で
は
、農
作
物
の
過
剰
生
産
に
対
応
し
て
、価
格
支
持
の

よ
う
に
生
産
増
に
よ
る
所
得
の
増
加
を
引
き
起
こ
す
事

態
を
避
け
る
た
め
に
、
生
産
と
所
得
を
切
り
離
す（
デ

カ
ッ
プ
リ
ン
グ
）政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

E
U
の
政
策
を
参
考
に
、
農
家
所
得
に
直
接
助
成
し
て

中
山
間
地
域
農
業
を
保
持
す
る
政
策
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
直
接
支
払
制
度
の
創
設
時
に
、
そ
の
財
源

と
し
て
土
地
改
良
予
算
を
充
て
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
。

中
山
間
地
域
の
土
地
改
良
は
、
余
剰
農
産
物
で
あ
る
コ

メ
の
増
産
と
い
う
よ
り
は
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
下

で
過
酷
な
農
業
労
働
を
解
消
す
る
労
働
生
産
性
向
上
に

あ
る
。
圃
場
整
備
な
ど
の
土
地
改
良
を
推
進
し
な
け
れ

ば
、
地
域
農
業
の
保
持
も
で
き
な
い
。
現
地
の
事
情
を

よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

中
山
間
地
域
の
農
地
は
未
整
備
の
平
地
農
業
地
域
と

同
様
に
、
零
細
分
散
錯
圃
の
状
況
に
あ
る
。
地
域
人
口

の
減
少
に
伴
い
無
秩
序
に
耕
作
放
棄
地
が
発
生
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
し
か
も
、
個
々
の
圃
場
の
面
積
や
境
界

は
登
記
簿
上
も
固
定
資
産
課
税
台
帳
や
農
地
台
帳
上
も

不
正
確
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
土
地
利
用
秩
序
の
形
成

に
必
要
な
構
造
政
策
の
推
進
が
必
要
で
あ
る
。

　

ロ
ボ
ッ
ト
技
術
、
I
C
T
、
A
I
（
人
工
知
能
）、

I
o
T
（
様
々
な
モ
ノ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ

れ
自
動
認
識
・
自
動
制
御
・
遠
隔
操
作
な
ど
を
可
能
に

す
る
技
術
）
な
ど
の
先
端
技
術
を
活
用
し
て
、
超
省
力

化
や
生
産
物
の
品
質
向
上
を
可
能
に
す
る
ス
マ
ー
ト
農

業
（
ア
グ
リ
テ
ッ
ク
）
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
中
山

間
地
域
が
新
技
術
の
適
用
か
ら
遅
れ
を
と
っ
て
条
件
不

利
が
更
に
拡
大
す
る
事
態
は
何
と
し
て
も
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
技
術
陣
の
奮
起
を
期
待
し
た
い
。

【
注
1
】
沖
縄
で
は
我
が
国
の
施
政
権
の
外
に
あ
っ
た
歴
史
的
条
件
や
基

地
が
多
い
と
い
っ
た
社
会
的
条
件
も
あ
る
。

【
注
2
】
農
林
統
計
で
使
わ
れ
る
農
業
地
域
類
型
で
は
、
都
市
的
地
域
・

平
地
農
業
地
域
・
中
間
農
業
地
域
・
山
間
農
業
地
域
の
四
区
分
に
分
け

ら
れ
、 

中
間
農
業
地
域
は
「
耕
地
率
が
二
〇
％
未
満
で
都
市
的
及
び
山

間
農
業
地
域
以
外
、
耕
地
率
が
二
〇
％
以
上
で
都
市
的
及
び
平
地
農
業

地
域
以
外
」、
山
間
農
業
地
域
は
「
林
野
率
八
〇
％
以
上
か
つ
耕
地
率

一
〇
％
未
満
」
の
市
区
町
村
及
び
旧
市
区
町
村
で
あ
る
。

【
注
3
】
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
の
施
策
の

一
つ
と
し
て
、「
条
件
不
利
地
域
（Less Favored A

reas

）
政
策
」

が
一
九
七
五
年
に
導
入
さ
れ
、
地
域
の
営
農
継
続
と
農
村
地
域
の
維
持

を
支
援
し
て
い
る
。

【
注
4
】
特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基

盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
は
一
九
九
三
年
に
施
行
さ
れ
た
土
地
改

良
法
と
森
林
組
合
法
の
特
別
法
で
あ
る
。
そ
の
特
定
農
山
村
地
域
（
第

二
条
第
一
項
）
に
は
①
勾
配
二
〇
分
の
一
以
上
の
田
面
積
が
全
田
面
積

の
五
〇
%
以
上
、
但
し
全
田
面
積
が
全
耕
地
面
積
の
三
三
%
以
上
、
②

勾
配
一
五
度
以
上
の
畑
面
積
が
全
畑
面
積
の
五
〇
%
以
上
、
但
し
全
畑

面
積
が
全
耕
地
面
積
の
三
三
%
以
上
、
③
林
野
率
七
五
%
以
上
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
に
、
④
総
土
地
面
積
に
対
す
る

農
林
地
割
合
八
一
%
以
上
、
又
は
一
五
歳
以
上
人
口
に
対
す
る
農
林
業

従
事
者
数
の
割
合
が
一
〇
%
以
上
と
⑤
人
口
一
〇
万
人
未
満
で
あ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

【
注
5
】
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
は
、
中
山
間
地
域
等
に
お
い
て
、

集
落
等
を
単
位
に
締
結
し
た
農
用
地
を
維
持
・
管
理
し
て
い
く
取
決
め

（
協
定
）
に
し
た
が
っ
て
農
業
生
産
活
動
等
を
行
う
場
合
に
、
面
積
に
応

じ
て
一
定
額
を
交
付
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
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献
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